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ＪＲ東海労新幹線地本 

本日、地本はダイ改の行路について、乗務員の特殊性を全く

無視した、健康と安全を軽視した過酷な行路に対して抜本的な

見直しを求めて申し入れました。 

他労組の皆さん！共に声を上げましょう！！ 

 

【 行路作成にあたっての抜本的な見直し 】 

１．予備月の休日指定は前月の１０日に発表すること。 

２．運転士と車掌の準備報告時間を増やすこと。 

３．行路について、拘束時間を２４時間以内とすること。 

４．出勤と退出時刻について 

 ①日勤行路の退出時刻を遅くとも１９時前とすること。 

②休日前の退出時刻は１２時前、休日後の出勤時刻は、１１

時以降とすること。 

５．睡眠時間は、少なくとも労働外時間７時間を確保すること。 

６．食事時間は、少なくとも労働外時間４０分を確保すること。 

７．運転士行路での折り返しＡＢ回しは、少なくとも１２分を

確保すること。 

８．運転士の短区間巡回行路は、短回行路とすること。 

※以上は申し入れの要旨です。 


